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重要事項説明書 

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 
大崎西部居宅介護支援事業所 

居宅介護支援事業 重要事項説明書 
 

１ 事業者について 

事 業 者 名 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 

所   在   地 宮城県大崎市古川三日町二丁目５番１号 

電 話 番 号 ０２２９－２１―０５５０ 

代 表 者 氏 名 理事長（会長） 高橋 栄德 

 

 

２ 事業概要について 

事 業 所 の 種 類 指定居宅介護支援事業所 

事 業 の 目 的 
介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正

な居宅介護支援を提供することを目的とします。 

事 業 所 の 名 称 大崎市社会福祉協議会大崎西部居宅介護支援事業所 

事 業 所 の 所 在 地 
宮城県大崎市宮城県大崎市岩出山字下川原町１００番地８ 

（大崎市岩出山地域福祉センター内） 

介護保険事業所番号 指定 第０４７１５０１０２３号 

電 話 番 号 ０２２９‐７２‐４８６５ 

事 業 所 管 理 者 氏 名 石田 研二 

当事業所の運営方針 

当事業所は、利用者が要介護状態にあっても、可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者か

ら総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護

支援を行う。 

開 設 年 月 日 平成１８年 ７月 １日   

 

 

３ 事業実施地域、営業日及び営業時間について 

通 常 の 事 業  

実 施 地 域 

大崎市岩出山地域、古川地域、鳴子温泉地域、加美郡加美町、栗原市

一迫地域、高清水地域 

営業日及び時間 

①サービス提供日時 

月曜日～金曜日   ８：３０～１７：１５ 

②サービス受付日時 

月曜日～金曜日   ８：３０～１７：１５ 

（②については 国民の祝日、１２月２９日から１月３日を除く。） 

※電話等により２４時間連絡が可能な体制とする。 
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４ 職員の体制について 

                          令和  年  月  日現在 

職   種 職員配置 職  務  の  内  容 

管 理 者      １   名 
事業所の職員を指導監督し、居宅介護支援事業

に係る業務管理を一元的に行う。 

主任介護支援専門員       名 

介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サー

ビスを提供する者との連絡調整、他の介護支援

専門員に対する助言・指導。 

介 護 支 援 専 門 員    名 

利用の申込に係る調整及び訪問調査、居宅サー

ビス計画の作成等の指定居宅介護支援業務を行

う。 

※職員配置については、指定基準を遵守しています。 

 

５ 当事業所が提供するサービスと利用料金等について 

当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。また、事業所が提供

するサービスの料金体系については、以下に示した利用料をご負担いただきます。 

 

（１） サービス内容 

①居宅サービス計画の作成の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同意がない場合は居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。 

※利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合

には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。また、医学的観点からの留意事

項が示されている場合は尊重します。 

 

①事業所は、介護支援専門員に居宅サービス計画（ケアプラン）の作成に関する業

務を担当させます。 

②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス

事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族等

に対して提供して利用者にサービスの選択を求めます。 

③介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に

提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上で留意点等を盛

り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居

宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、

内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者様の同意を

得た上で決定するものとします。 
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②居宅サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供 

利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サー

ビス計画の実施状況を把握し、居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよ

う指定居宅サービス事業者等と連絡調整を行います。また、利用者の意思を踏まえて、要

介護認定の更新申請等に必要な協力を行います。 

 

③居宅サービス計画等の評価 

利用者の心身の状態について、定期的に再評価を行い、心身の状態の変化等に応じ、居

宅サービス計画の変更等の必要性を判断していきます。 

 

④居宅サービス計画の変更 

利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の

変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を

変更します。 

 

⑤介護保険施設等への紹介 

利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合または利用

者が介護保険施設等への入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介その他の便宜

の提供を行います。 

利用者が介護保険施設等から退院または退所しようとする場合に依頼があったときは、

円滑に居宅における生活に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援 

助を行います。 

 

⑥給付管理について 

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、宮城

県国民健康保険団体連合会に提出いたします。 

 

⑦居宅サービス計画後の情報提供について 

利用者が当事業所の指定居宅介護支援を解約し、他の居宅介護支援事業者の利用を希望

する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出

により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠実に対応いたします。  

 

⑧情報の保存及び開示について 

利用者の居宅サービス計画およびその他の居宅介護支援に関する記録を契約終了後５年

間保存します。利用者は、事業者の営業時間内にその事務所において、利用者に関する記

録を閲覧することができます。または、その複写物の交付を受けることができます。この

場合、当該複写物にかかる費用を請求できるものとします。 

 

（２） サービス利用料金 

①サービス利用料金 

居宅介護支援利用料は介護サービスの提供開始以降１ヶ月あたりの料金は以下のとおり

です。ただし、法定代理受領により当事業所の居宅介護支援に対し介護保険給付が支払わ

れる場合、利用者の自己負担はありません。 
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【居宅介護支援費（Ⅰ・ⅰ）】                    （円／月） 

介護支援専門員１人当たり 

取 扱 件 数 
４５件未満 ４５件～６０件未満 ６０件以上 

要介護１・２ １０，８６０ ５，４４０ ３，２６０ 

要介護３・４・５ １４，１１０ ７，０４０ ４，２２０ 

 

 

加算項目 加  算 算定用件 

特定事業所

加算（Ⅱ） 
４，２１０ 

①常勤の主任介護支援専門員を１名以上配置。 

②常勤専従の介護支援専門員３名以上配置。 

③利用情報等の伝達のための会議の定期開催。 

④２４時間連絡体制と利用者等の相談対応体制の確保。 

⑤介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施。 

⑥地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介され

た場合においても、居宅介護支援を提供する。 

⑦家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害

者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外 の対象者への支

援に関する知識等に関する事例検討会、研修等へ参加する。 

⑧特定事業所集中減算の不適用。 

⑨利用者平均件数４５件未満。 

⑩介護支援専門員実務研修において「ケアマネジメントの

基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制の確保。 

⑪他法人が運営する居宅介護支援事業所との共同の事例検

討会・研修会等を実施する。 

⑫必要に応じ、生活支援のサービスが包括的に提供される

ような居宅サービス計画を作成。 

初回加算 ３，０００ 
①新規に居宅サービス計画を策定した場合。 

②介護状態区分が２段階以上変更となった場合。 

特定事業所

医療介護 

連携加算 

１，２５０ 

①前々年度の３月から前年度の２月までの間において退

院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数の合計が

３５回以上。 

②前々年度の３月から前年度の２月までの間においてター

ミナルケアマネジメント加算を１５回以上算定。 

③特定事業所加算（Ⅰ～Ⅲ）を算定していること。 

入院時情報

連 携 加 算

（Ⅰ） 

２，５００ 

介護支援専門員が病院又は診療所に対し、入院当日中に当

該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った

場合。提供方法は問わない。 

入院時情報

連 携 加 算

（Ⅱ） 

２，０００ 

介護支援専門員が病院又は診療所に対し、入院した日の翌

日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して必要

な情報提供を行った場合。提供方法は問わない。 

退院・退所

加算 

４，５００ 

～９，０００ 

退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利

用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携

を行った場合。 

入院期間中に３回まで算定することを可能とします。 

※退院・退所加算について初回加算を算定する場合は、算

定いたしません。 
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通院時情報

連携加算 
５００ 

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者

の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師

等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅

サービス計画に記録した場合。 

緊急時等 

居宅カンフ

ァレンス加

算 

２，０００ 

①病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職

員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、

必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合。 

②1月に２回を限度として算定可能。 

ターミナル

ケアマネジ

メント加算 

４，０００ 

① ①２４時間連絡体制が取れる体制を確保し、且つ、必要に

応じて指定居宅介護支援を行う体制を整備。 

② ②訪問により把握した利用者の心身の状態等の情報を記録

し主治の医師等及びケアプランに位置づけた居宅サービ

ス事業者へ提供、他。 

 

②その他の利用料等 

１ 交通費 

    通常のサービスの実施地域外の地域に居住する利用者に対して、移動に要した交

通費の実費をご負担いただきます。なお、自動車を使用した場合に要する費用は、

実施地域を越えた地点から１ｋｍあたり５０円をご負担いただきます。 

  ２ コピー料金 

    居宅介護支援に関する記録の複写（コピー）の要求があった場合、記録の複写（コ

ピー）代として１枚あたり１０円をご負担いただきます。 

③その他 

１ 介護保険法令に基づいて、保険給付を償還払いの方法をご希望の場合は、お申し

出ください。 

２ 提供を受けるサービスが介護保険の適用を受けない部分については、利用料全額

をお支払ください。 

３ 利用料等（交通費実費等）の支払い方法は、月別に合算しご請求しますので、請

求日の属する月の末日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

（１） 口座振替によるお支払（七十七銀行、郵便局、その他金融機関） 

（２） 金融機関窓口から指定口座への振込みによるお支払（割賦納入） 

 

６ 相談・苦情の受付について 
 
（１） 苦情の受付  

苦情受付窓口 

大崎市社会福祉協議会 大崎西部居宅介護支援事業所 
宮城県大崎市岩出山字下川原町１００番地８ 
（大崎市岩出山地域福祉センター内） 
ＴＥＬ ０２２９－７２－４８６５ 
ＦＡＸ ０２２９－７２－５０６１ 

苦情受付担当 石田 研二 

第三者委員 多田 裕子  中森 成信 

苦情受付時間 月曜日から金曜日 午前８時３０分から午後５時１５分 
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（２） 行政機関その他苦情受付機関 

 
大崎市役所（本庁） 
高齢障がい福祉課 

高齢福祉担当 宮城県大崎市古川七日町１番１号 
ＴＥＬ ０２２９－２３－６０８５ 
ＦＡＸ ０２２９－２３－２４１８ 
［受付時間］ 
月曜日から金曜日 午前８時３０分から午後５時１５分 

宮城県国民健康保険
団体連合会 

介護保険課 苦情処理係  
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目２番３号（自治会館内） 
ＴＥＬ ０２２－２２２－７７００ 
ＦＡＸ ０２２－２２２－７２６０ 
［受付時間］  
月曜日から金曜日 午前９時００分から午後４時００分 

  ※上記以外の関係行政機関その他の苦情受付機関については、別紙記載のとおりとな
ります。 
 
（３） 苦情処理 
   苦情等があった場合、必要に応じて利用者への連絡・居宅訪問などにより苦情内容、

その原因等を詳しく確認し、解決できるよう努めます。また、苦情処理の内容は、必
ず記録に保存し、従事者にその内容を周知することにより再発防止に努めます。 

 
７ 個人情報等の保護及び守秘義務について 
（１） 個人情報の保護 
  当事業所はあらかじめ文書（個人情報提供同意書）で同意を得ない限り、サービス 
担当者会議等において利用者及びその家族の個人情報を用いません。 

 
（２） 守秘義務 
    事業者及び事業所が使用する居宅介護支援専門員等、あるいは居宅介護支援専門員

等であった者は、サービス提供をする上で知り得た情報及びその家族に関する秘密を
正当な理由なく第三者に漏らしません。 

  
８ 事故発生時の対応について 
（１） 事故発生時の対応及び損害賠償 

事業者はサービス提供中に事故が発生した場合、速やかにご家族へ連絡いたします。
また、内容によって関係市町村へ報告いたします。尚、サービス提供者の責めに帰す
べき事由により、利用者の生命、身体または財産に損害を及ぼした場合は、その損害
を賠償します。 

（２） 事故発生の再発防止 
   事業者は万が一事故が発生した場合、事故の原因を解明し、再発防止の対策を講じ

ます。 
 
９ 虐待の防止について 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、苦情解決体制を整備し、介

護支援専門員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等、適切な対応

が図られるための必要な措置を講じます。 
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令和  年  月  日 

事
業
所 

 サービスの提供開始に際し、本書面に基づいて重要事項の説明を行いました。 

住 所 
〒９８９－６４３４ 
宮城県大崎市岩出山字下川原町１００番地８ 
（大崎市岩出山地域福祉センター内） 

名 称 
大崎市社会福祉協議会 
大崎西部居宅介護支援事業所 

指 定 
番 号 第０４７１５０１０２３号 

説 明 者  

電 話 番 号 ０２２９－７２－４８６５  Ｆ Ａ Ｘ ０２２９－７２－５０６１ 

利
用
者 

 私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、サービスの提供開始に同
意します。 

住 所 
〒   －     
 
宮城県大崎市 

氏 名    電話番号 （    ）  －     

署
名
代
行
者 

 私は、本人の同意意思を確認した上で、本人に代わり上記署名を行いました。 

住 所 
〒   －     

署名代行者
氏 名    

電話番号 （    ）  －     

続 柄  

 


